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１ 調査の目的

県職員の給与を検討するため、令和6年4月現在における公務に類似する職務に従事する民間従業員の給与の実態

を調査するもの

２ 調査の期間

4月22日(月)～6月14日（金）（54日間）

３ 調査の対象

全産業の企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所376事業所（母集団）のうちから、

層化無作為抽出法によって抽出した140事業所

４ 調査事項

①行政職と類似すると認められる事務・技術関係職種の従業員、研究員及び医師等について、本年4月分と

して個々の従業員に実際に支払われた、きまって支給する給与総額、時間外手当額、通勤手当額等

②事業所における給与改定の状況、特別給の状況等

５ 調査実人員

①初任給関係 455人

②初任給関係以外 3,748人（うち行政職相当職種 3,425人）

※調査職種該当者（母集団）の推定数 18,652人（うち行政職相当職種 11,235人）

令和6年職種別民間給与実態調査の概要
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産業別、企業規模別調査事業所数
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(注)１ 令和6年調査において、上記事業所のほか、企業規模、事業所規模が調査対象となる規模を下回っていたため調査
対象外であることが判明した事業所が4所、調査不能の事業所が9所あった。

２ 調査対象事業所140所から企業規模、事業所規模が調査対象外であることが判明した事業所4所を除いた136所
に占める調査完了事業所127事業所の割合（調査完了率）は、93.4％である。

３ 「サービス業」に含まれる産業は、日本標準産業大分類の「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊
業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類
されないもの）」（宗教及び外国公務に分類されるものを除く）である。



給与改定の状況

3

48.3%

40.5%

33.9%

43.7%

36.1%

27.8%

0.8%

1.3%

5.7%

0.8%

1.3%

7.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

51.0%

58.2%

60.4%

55.5%

62.6%

64.6%

令和6年

令和5年

令和4年

令和6年

令和5年

令和4年

ベース改定の慣行なしベースダウンベースアップ中止ベースアップ実施

係 員

課長級

(注)ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集計した。

なお、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が100とならない場合がある。
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増額 減額 変化なし

（定期昇給制度あり）

定期昇給制度なし定期昇給中止

(注)定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベース改定と定期昇給を分離できない事業所を除いて集計した。
なお、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100とならない場合がある。

定期昇給の実施状況
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初任給の改定の状況

（注） １ 新規学卒者の採用の有無は、企業全体として見た場合の採用状況について集計したものである。
２ （ ）内は、新規学卒者の採用がある事業所を100とした割合である。

［大学卒］
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職種別、学歴別初任給

(注)１ 金額は、基本給のほか事業所の従業員に一律に支給される給与を含めた額（採用のある事業所の平均）であり、時間外手当、
家族手当、通勤手当等、特定の者にのみ支給される給与は除いている。

２ ｢＊｣は、調査事業所が10事業所以下であることを示す。 6



職種別平均年齢及び平均支給額
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(注) 「平均支給額」とは、該当従業員に対して支払われた、きまって支給する給与（時間外手当を除く）の平均額である。



特別給の支給状況

(注)前年8月から当年7月までの1年間の支給状況である。 8


